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○国の動き

最近の国における地方分権の大きな動きとしては、政府は、平成２０年５月から平成２１年１１月にわたって行わ
れた地方分権改革推進委員会（平成１９年４月内閣府に設置）の勧告（第１次から第４次まで）を受けて、ま
ず、義務付け・枠付けの見直しを中心とする地方分権改革推進計画を閣議決定（平成２１年１２月）し、所要の改
正内容を盛り込んだ地域主権関連３法案［１］を国会に提出しました。その後、地域主権改革に関する施策を検
討し、推進していくため内閣総理大臣を議長とする地域主権戦略会議（平成２１年１１月１７日閣議決定）において、
地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた施策を実施するための検討を重ね、平成２２年６月に、地域主権改革
を総合的かつ計画的に推進するために当面講ずべき必要な法制上の措置等を定めるほか、今後おおむね２、３
年後を見据えた取組方針を明らかにした「地域主権戦略大綱」を閣議決定しました。
今後はこの大綱に基づき、基礎自治体への権限移譲等、地域主権の流れが加速するものと期待されます。こ
の大綱を踏まえ、平成２３年の通常国会において、基礎自治体への権限移譲（都道府県の権限の市町村への移
譲）や義務付け・枠付けの見直しに係る関係法律の整備（１９１法律）が行われる予定です。なお、地域主権関
連３法案については、継続審議中であり、一刻も早い法案の成立が望まれます。

○府の動き（広域連携の取組状況について）

大阪発“地方分権改革”ビジョン（平成２１年３月）に基づく、府内市町村への特例市並みの権限移譲につい
ては、平成２２年３月、市町村ごとの「権限移譲実施計画（案）」がとりまとめられました。府から提案のあっ
た事務数（１団体あたり２９事務～７７事務）の約７５％が順次、市町村に移譲される予定です。従前の移譲実績
に比べて高い率となったのは、市町村が積極的に事務を受け入れる検討を行ったことによるほか、もう一つの
要因としては、市町村間の広域連携の取組があげられます。具体的には、豊能地域の池田市・箕面市・豊能
町・能勢町や南河内地域の富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村が広域連携体制
を構築し、事務を共同で処理する取組のほか、泉北・泉南地域の一部において隣接する市町との連携、さらに
本年度に入ってからは泉北・泉南地域の岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・忠岡町において福祉部門を中
心とした事務を共同で処理するための研究会の設置が挙げられます。こうした広域連携体制を構築する中で、
市町村が単独では配置が困難な専門職などの人員を共同して配置するなどの取組が行われています。また、大
阪府から移譲を受ける事務にとどまらず、将来的には市町村の既存の事務も併せて事務処理することにより広
域連携のスケールメリットが高まることが期待されます。（後述で、２地域の取組状況を掲載。）
また、豊能地域の３市２町（豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町）では、府教育委員会から小中学校
教職員の任命権の移譲を受けるため、平成２２年６月、府も参画した「豊能地区における教職員人事権の移譲に
関するプロジェクトチーム」を設置し、検討を重ねた結果、同年１２月、平成２４年４月に移譲を受けることなど
の基本事項について、３市２町の首長間で合意が行われました。この小中学校教職員の任命権の移譲について
は、地方自治法上の協議会の枠組みを基本に検討が進められています。
さらに、これ以外にも府内市町村では、大阪広域水道企業団の設立（平成２２年１１月）や消防の広域化に向け
た検討が進められています。
先述のとおり、地域主権関連３法案については、国会で継続審議中ですか、この法案が成立すれば、現行の
地方自治法上では、対象外となっている地方公共団体の内部組織（部・室・課など）について共同で設置する
ことができるなど、事務の共同処理を進めていくうえで、非常に重要な内容が盛り込まれています。
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○広域連携に係る府内２地域（豊能地域と南河内地域）の取組

Ⅰ）豊能地域の広域連携（池田市・箕面市・豊能町・能勢町）

【広域連携に関する背景・経過】

国及び府が地方分権改革を進めるなかで、基礎自治体である市町村の役割が大きくなっている一方で、
各市町村では厳しい財政状況を抱えているため、行財政改革を断行している状況です。
このようなことから、豊能地域の２市２町（池田市、箕面市、豊能町、能勢町）では、府が積極的に進

める権限移譲の受け皿となり、真の地方分権の担い手となるためには２市２町による広域連携を進め、効
率的な行財政運営を図る必要があると考えました。
そこで、平成２１年７月３日に首長会談を行い、２市２町による広域連携の推進を確認、同月３０日に広域

連携研究会を発足させました。

【概要】

まずは平成２１年１２月初旬に検討事項をとりまとめ、再度、首長会談を実施し一定の方向性を確認するこ
とを目標に、大阪府から「権限移譲実施計画（案）」のたたき台として提案された事務における広域連携
のあり方について検討を始めました。また併せて、提案された事務以外の既存の市町事務にかかる広域連
携のあり方についても意見を交わしました。
これにより、移譲候補事務を①広域連携により移譲を受ける事務、②市町単独で移譲を受ける事務（市

町として迅速又は固有の対応が必要なものなど）、③移譲を受けない事務（国、府の事務分担が明確でな
いものなど）の３種に分類しました。さらに広域連携により移譲を受ける事務について、想定される事務
件数などを考慮して、①集中処理で行うもの（池田市役所＝府市合同庁舎＝で処理）、②分担処理で行う
もの（各市町の職員が各市町の庁舎で処理）に振り分けました。

【事業展開のスキーム】

その後、広域連携を行う場合のスケジュールや具体的な手法について検討を重ね、地方自治法の改正に
よって課等の共同設置を行うことが可能になるので、それを念頭に置きながら、まずは現行法の枠組みの
中で可能な範囲で、共同処理センターをオープンさせることとしました。
これらの内容については、平成２１年１２月１２日に開催された２市２町の首長会談において合意がなされ、

同２３年１月から事業を開始しました。
なお、この間、計２４回にわたり、２市２町の研究会を開催し、その他にも事業担当課をあつめた合同説

明会、事業担当課同士の打合せなどを精力的に実施しました。

【事業効果、今後の展開・課題など】

確かに単独の市町で移譲を受けるよりも一定の効果が見込まれるものの、住民サービスの低下を招かな
いようにするには最低限の人員配置が必要であるため、大きな人員削減は期待できません。また、広域連
携で事務を行うにあたり、人事管理や決裁権限、公印管理といった事務手続きの整理など、様々な運営面
での課題整理も必要です。
今後はより一層のスケールメリットによる行政のスリム化を図るため、既存の市町事務の連携（介護保

険や障がい福祉、建築確認など）を推進するとともに、住民に身近な行政サービスを進めるために更なる
府からの事務移譲や、２市２町を超えた連携についても検討したいと考えています。
地方分権時代に相応しい基礎自治体をめざし、これらの権限移譲が円滑に進むよう、大阪府からのサポ

ートを得ながら、一層の努力をしていきたいと思います。
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【共同処理のイメージ図（法改正前）】
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【共同処理のイメージ図（法改正後）】



問い合わせ先：池田市総合政策部政策推進課（０７２－７５４－６２１３）・箕面市総務部しごと改革
推進担当（０７２－７２４－６７６８）・豊能町総務部企画政策課（０７２－７３９－３４１５）
能勢町総務部総合企画課（０７２－７３４－３０３６）

Ⅱ）南河内地域の広域連携　３市２町１村共同処理準室

（富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村）

【これまでの経緯】

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村の３市２町１村は、大阪発地方分権
改革ビジョンに基づく権限移譲について、専門職の確保や人件費等のコスト面で単独での受け入れが困難
な事務に対し、広域連携による共同処理の実施に向けた協議を進めています。
これまでの経過につきましては、平成２１年１０月に富田林市、河内長野市、大阪狭山市の３市が、ごみ・

し尿処理の分野での広域連携の実績を下に、広域連携の研究会をスタートさせたことがきっかけとなって
います。
その後、２町１村もこの連携に参画することとし、平成２２年２月に『広域連携の推進について－富田林

市・河内長野市・大阪狭山市広域連携研究会－』として、６市町村による共同処理の方針をまとめました。
さらに、平成２４年１月の共同処理の開始に向けて、６市町村の横断的な調整を早期に進めるため、平

成２２年１０月に「３市２町１村共同処理準備室」を富田林市消防署の５階に設置しました。
準備室には、室長と６市町村から日々出張による６人の職員が配置され、「内部組織の共同設置」等に

係る規約案の作成、協議事項の整理を行うと共に、負担金の考え方、各団体における事務決裁規程、文書
管理規程等の調整を行っているところです。

【共同処理のスキーム】

共同処理を行う権限移譲事務数は４０事務を予定しています。内訳としては、まちづくり分野、福祉分
野等の３３事務を平成２４年１月から南河内府民センターで集中処理を行い、公害規制分野７事務に関して
は、河内長野市が分担処理を行うこととしています。
共同処理の体制は、大阪府から示された６市町村の事務処理の時間数を割り戻した人員数で行う予定で

すが、単独で移譲を受けた場合との単純比較においてその効果額は年間約１億円程度になるものと推計し
ています。
また、難易度の高い社会福祉法人の設立認可、開発行為の許可、公害規制等の事務においては大阪府へ

研修生を派遣し受入れ体制の整備を進めており、６市町村の連携によって、効果的・効率的な事務の引き
継ぎが可能となっています。
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【研究会の風景】



今後は既存事務の共同処理化や広域行政の整備等を視野に入れた検討を行い、基礎自治体としての自立
化に向けた新たな広域連携の仕組みづくりが課題となっています。

問い合わせ先：３市２町１村共同処理準備室（０７２１－２０－１１９８）
※平成２３年３月１日より、南河内府民センターへ移転しています。

注　釈

［１］地域主権関連３法案：平成２２年３月５日閣議決定され、第１７４回通常国会に①地域主権改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律案（閣法５６号）、②国と地方の協議の場に関する法律案（閣法５７号）、
③地方自治法の一部を改正する法律案（閣法５８号）として提出。これらの法案は参議院を通過したもの
の、国会の閉会に伴い、継続審議となり、第１７７回通常国会においても継続審議となっている。
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【共同処理のイメージ図】

【準備室の風景】
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